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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人日本文書情報マネジメント協

会（JIIMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定す

べきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 Z 6021-1：2026 
 (ISO 4669-1：2023) 

文書管理－情報の分類，マーキング及び取扱い－ 

第 1 部：要件 

Document management-Information classification, marking and handling- 

Part 1: Requirements 

 
序文 

この規格は，2023 年に第 1 版として発行された ISO 4669-1 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

あらゆるビジネス部門にわたって，既に，内部規則に従って自社の情報及び電子通信を識別，分類及び

区別している組織が存在する。この分類は，組織の情報の価値観に合わせて，組織の従業員及びあらゆる

関係者が，事前に取り決めた手続で，情報を使用，保護及び共有するよう指示するために使用される。 

しかし，そのような分類，マーキング及び取扱いの方法は，民間部門の組織間又は公共部門間，更には

官民の組織間で合意されていないことが多い。その結果，関係する組織で共有情報の取扱いが異なったり，

時には不適切になったりすることがある。 

この規格は，あらゆる規模及び部門の組織に対し，情報資産を分類及びマーキングに基づいて管理し，

より一貫性のある取扱いの運用を促進するものである。この取扱い方法によって，組織内及び情報を共有

する他の組織の両方において，情報，特に機微な情報の管理方法の大幅な改善が可能となる。また，組織

の投資，収入，評価及び将来性の保護にも貢献が可能である。例えば，情報生成（文書作成ソフト又は電

子メールソフトなど）に携わる IT 企業がこの規格の規定を採用したソリューションに組み込むことで，分

類され，マークされた情報資産の送付を検知する監視システムなどのように，安全確認が自動化できる文

書取扱いソリューションが実現可能である。 

この規格は，組織が情報の分類，マーキング及び取扱い（ICMH: Information Classification, Marking and 

Handling）の体系を規定し，運用する際に必要となる次の事項を示している。 

－ 戦略的目標，ガバナンス義務及びリスクマネジメントの目標の達成 

－ 法律，規制及び標準のコンプライアンス義務の遂行 

－ 機微情報の適切な識別，保護，共有及び追跡 

－ 情報資産の価値及び重要性の理解の向上，その適切な取扱い要件の周知徹底 

1 適用範囲 

この規格は，情報の分類，マーキング及び取扱い（ICMH: Information Classification, Marking and Handling）


